
和束町高校等通学費補助金交付要綱 

 

平成21年４月１日  

教委要綱第３号  

 

（趣旨） 

第１条 高校生等の通学手段として、公共交通機関の利用促進を図ることを目的とし、通学 

費に係る保護者負担の軽減を図るため、この要綱に定めるところにより高校等通学費の補 

助金を交付する。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、和束町内に在住する者で、高校等（学校教育法に定める専修学校及び

各種学校を含む。）にバス通学する生徒の保護者とする。 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、JR加茂駅から和束町内のバス停留所までの定期券の額の３分の２（１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

 

（補助金の支給対象期間） 

第４条 補助金の支給対象期間は、原則として中学校卒業後３年間とする。ただし、特別な事

情がある場合は、５年間を限度とする。 

 

（交付申請書の提出） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、和束町高校等通学費補助金交付申請書(様式第

１号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて相楽東部広域連合教育委員会（以下「教

育委員会」という。）に提出するものとする。 

２ 申請書の提出は、随時とする。 

 

（補助金の交付決定及び交付方法等） 

第６条 教育委員会は、申請書の内容を審査の上、交付決定を行つたときは、原則として申請

者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。 

２ 支払い月は、毎月15日までに申請のあつたものについて、翌月払いとする。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、教育委員会が別に定める。 

 

 

 附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

 附 則（令和２年要綱第３号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則（令和２年要綱第４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 


